
Ｃ）市長の責務

Ｃ）政策立案

Ｃ）住民（市民）の信託を受け
ている組織

Ｃ）市民の立場に立ち、市民の
信託に応える

Ｃ）公務員の責務を規定すべき、
全体の奉仕者として

Ｃ）政策を執行するのが行政

Ｃ）幸せと安全の追求

Ｃ）民主主義の実現

Ｃ）市民の平和と安心を守る義
務

Ｃ）行政は事務局たるべし

Ｃ）行政は行政サービスの取捨
選択の方策を持つ

Ｃ）市民が主役といえるにふさ
わしい市民の主体性を引き
出す行政

Ｃ）政策実現に向けて職員の専
門的能力が必要

Ｃ）政策評価の実施、Plan do 
see

Ｃ）市民の意思を反映した公正、
公平な政策

Ｃ）独自の政策、施策執行する

Ｃ）税の使われ方は公平に

Ｃ）税を効果的、効率的に使う

Ｃ）補助金はなるべく出さない

Ｃ）情報の公開と共有

Ｃ）（税の）個人情報の保護

Ｃ）情報の公開、提供を徹底的
にする

Ｃ）情報公開制度を積極的に市
民に提供する制度

Ｃ）行政のサポート体制の中に
は協働も入ってくる

Ｃ）総合的な行政サービスの提
供、市政の推進

Ｂ）首長、予算編成、執行の透
明化

Ｂ）どんなサービスをするべきか、
またそれを誰が決めている
のか

Ｂ）役所でやっている仕事が見
えない

Ｂ）わかりやすく、理解でき、
興味を持てるようにする

Ｂ）施策について（予算実施）
プランと実行と維持を明確
にする場を

Ｂ）理念の一例として税金の無
駄遣い排除に向けての市民
協働の取組

予算の透明化

Ｂ）税金の使い方を市民にわか
りやすく示す

Ｂ）市民が安全に日常生活がで
きるように最低限のこと（市
民からの働きかけがなくて
も）をやる

Ｂ）情報公開責任＝広報と課題
解決の基礎

Ｂ）困ったときに役立つ（市民
に役立つ所）行政

Ｂ）行政の役割。コーディ
ネート

Ｂ）市民生活サポート

Ｂ）政策のマニフェスト化

Ｂ）人材育成確保、財務状況公
表義務、所見提示義務

Ｂ）強力なleadership、横断的
行政を推進すること、その
権限、義務を明記

市民の信託を受けた組織

役割と責任

Ｂ）行政の役割として、信託内
容の明確化と責任

Ｂ）「行政」とは誰のことか

Ｂ）行政は相手の立場を尊重し、
問題の解決に努める

Ａ）情報収集し、市民のニーズ
を把握するＡ）行政の位置づけ市民のニー

ズを的確に実行する

Ａ）選挙で選出された市長と行
政との関係のあり方

Ａ）行政の首長を市民が選挙で
選ぶのが市民の権利

Ａ）市長は独善に走らず、常に
市民を意識して行動するべ
き

Ａ）公共の福祉を優先する

Ａ）主民主権の地方政府 Ａ）分権型社会の形成

Ａ）行政の役割の周知

首長（＝市長）のあり方と果たすべき役割

分権の理念と制度改革

Ａ）行政の仕事（サービス）の
目的を明確にしないと組織
が組まれない

Ａ）お客を市民とし、サービス
産業として考える

Ａ）市域全体を見て、バランス
ある情報を提供する

Ａ）市民の行政への手続きはシ
ンプルなものに

Ａ）気楽に、気楽に接触できる
雰囲気をつくる

Ａ）どういう時に、どこへ行け
ば良いのかがわかるインデ
ックスづくり

Ａ）情報の共有は行政の市民に
対する緊張関係と独善の排
除のため必要

Ａ）仕事のやり方として、組織
はプラン・ドゥ・シーのサ
イクルを回す

Ａ）情報提供サービス（役割と
して）

Ａ）情報の共有化と住民、行政、
企業等各セクターの情報共
有

情報公開 サービス提供政策立案・執行

政策評価

公益の追求

民主主義の擁護

調整

市民ニーズの把握とサポート

市長と補助機関（職員）との関係

その２へ

【制度・装置】
「□評価」
　へリンク

【制度・装置】
「□情報公開」
　へリンク

Ａ）「責任」をどうとるかの項
目づくり

Ａ）市長とは

・放っておいても、きちんと
仕事をする自治体・小回りのきく近い自治体

・よりよい生活のためこうし
たいという意見を伝え実現
させたい時の窓口

・困った時かけ込み、まず相
談する窓口

・自治体、県や国との連絡
調整を行う

・市長、副市長などを規定し直
す

◇行政の位置づけは？

□行政の役割・責任とは？

何を検討すべきか
（検討テーマ）

　どのように規定するか
（検討テーマに対する個別の提案、目的・
　考え方や具体的な規定設定の方向性等）

視点

現状

身近でわかりやすいサービス提供

気が利くサービス提供

総合的なサービス提供

暮らしの相談窓口

※意見にあるＡ、Ｂ、Ｃはそれぞれ、検討委員会でのグループを表しています。

・

＝第２回検討委員会で出された意見

＝第３回検討委員会で出された意見

・ ＝第４回検討委員会で出された意見

をそれぞれ表しています。

・

ここに掲載されている意見は、第４回検討委員会のグループ討議で出された意見を整理したものであり、検討委員会で合意されたものではありません。

【盛り込むべき内容１　編】【盛り込むべき内容１　編】－前回の意見のまとめ－　－前回の意見のまとめ－　（第４回自治基本条例検討委員会の整理）（第４回自治基本条例検討委員会の整理） １
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参加・参画・協働
「情報の共有化・透明化」へリンク

・行政の役割と責任とは何か

《自治体の組織の役割・責任》

◇行政の役割と責任とは？

・・・首長（市長）＝執行機関？
自治体の意思決定を実際に行うもの？


